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「戸別受信機（防災ラジオ）を整備しています」
問 総務課 ☎７３－６６２１

『82－6255』または『82－6256』に電話してください。

問 南島原警察署　☎８６－２１１０

問 福祉課　☎７３－６６５１

利用券の申請ができるのは、運転経歴証明書が交付された年度（３月31日まで）またはその翌年度に限られます。
（期限を過ぎると受付できません。）
※交付された利用券が使えるのは、交付された年度の３月31日までです。運転経歴証明書が交付されたら、早めに申請手続きをしてください。

●どこで、申請するの？
　市役所の各支所（西有家町は、市民サービス課）で申請を受け付けます。
●申請には、何を持っていけばいいの？
　下記の３つをお持ちください。※書類が無いと申請できません。
　①申請による運転免許の取消通知書　②運転経歴証明書
　③印鑑（シャチハタ印は、不可）
※代理の人による申請もできます。その際は、上記の３つに加え、代理人の印鑑・代理人
の本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など）をお持
ちください。
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　現在、防災行政無線を使って災害情報や一般行政情報を
屋外スピーカーからお伝えしていますが、屋内では内容が
聞き取りづらいことから、戸別受信機（防災ラジオ）を整備
しています。準備が整い次第、試験放送を開始します。　

または

屋外スピーカーおよび戸別受信機（防災ラジオ）から放送します。

６時、12時、17時に屋外スピーカーおよび戸別受信機（防災ラジオ）から放送します。


